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る
人

●
助
成
額

　

一
般
ド
ッ
ク

　
　
　
　
　

＝
１
６
，
５
０
０
円

　

脳
ド
ッ
ク
＝
１
８
，
０
０
０
円

　

が
ん
ド
ッ
ク

　
　
　
　
　

＝
５
０
，
０
０
０
円

●
定
員

　

一
般
ド
ッ
ク 

＝
75
人

　

脳
ド
ッ
ク 

＝
35
人

　

が
ん
ド
ッ
ク 

＝
10
人

【
共
通
事
項
】

●
実
施
期
間
＝
７
月
１
日
（
火
）

〜
平
成
27
年
３
月
31
日
（
火
）

●
応
募
方
法
＝
健
康
保
険
被
保
険

者
証
及
び
印
鑑
を
持
参
し
て
、

応
募
し
て
く
だ
さ
い
。

●
応
募
期
間
＝
５
月
７
日
（
水
）

〜
30
日
（
金
）

※
一
般
ド
ッ
ク
、
脳
ド
ッ
ク
、
が

ん
ド
ッ
ク
の
い
ず
れ
か
一
つ

の
応
募
と
な
り
ま
す
。

※
応
募
者
数
が
定
員
を
超
え
た
場

合
、
昨
年
度
の
未
受
診
者
を
優

先
し
、
残
り
の
定
員
に
つ
い
て

は
抽
選
に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

問
市
健
康
保
険
課

　
（
１
階
⑤
・
⑥
番
窓
口
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
６
２

　

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

市
役
所
レ
ス
ト
ラ
ン
の
運

営
者 

を
募
集

●
場
所
＝
市
役
所
本
庁
舎 

地
下

１
階
レ
ス
ト
ラ
ン

●
対
象
者
＝
市
内
に
主
た
る
事
業

所
や
営
業
所
等
を
有
す
る
法
人

又
は
個
人

　
（
こ
れ
か
ら
始
め
よ
う
と
す
る

法
人
又
は
個
人
も
含
む
）

●
運
営
開
始
日
＝
市
職
員
厚
生
会

と
協
議
の
う
え
７
月
頃
決
定
す

る
予
定
で
す
。

●
運
営
経
費

○
建
物
使
用
料
＝
免
除
（
市
職
員

厚
生
会
が
負
担
）

○
光
熱
水
費
＝
２
分
の
１
を
負
担

●
提
出
書
類
＝
申
請
書
、誓
約
書
、

印
鑑
登
録
証
明
書
、
納
税
証
明

書 

な
ど

※
法
人
・
個
人
に
よ
っ
て
提
出
書

類
が
異
な
り
ま
す
。

●
選
定
方
法
＝
申
込
者
の
中
か
ら

選
定
委
員
会
に
よ
る
公
正
な
審

査
の
う
え
決
定
し
ま
す
。

●
応
募
期
限
＝
５
月
12
日
（
月
）

※
応
募
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　

問
市
職
員
厚
生
会

　
（
市
総
務
課
内
・
３
階
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
２
７

の鹿屋市地区別子牛のせり市結果（売却のみ）●３●月

韓
国
全チ
ョ
ン
ジ
ュ州
市
北キ
タ
イ
チ一
初
等
学

校
と
の
友
好
親
善
交
流
の

参
加
者
を
募
集

　

日
本
と
韓
国
、
お
互
い
の
国
を

訪
問
し
て
、
異
文
化
に
対
す
る
正

し
い
理
解
と
家
族
の
大
切
さ
を
再

認
識
し
ま
せ
ん
か
。

●
日
程　

○
受
入
＝
７
月
25
日
（
金
）
〜 

28
日
（
月
）

○
訪
韓
＝
８
月
６
日
（
水
） 

〜 

10

日
（
日
）

●
対
象
者
＝
次
の
す
べ
て
の
要
件

を
満
た
す
人

○
市
内
の
小
学
校
に
通
学
す
る
小

学
５
・
６
年
生
の
児
童

○
鹿
屋
市
役
所
で
土
曜
日
の
18
時

か
ら
20
時
30
分
に
実
施
す
る
、

計
５
回
の
事
前
学
習
に
参
加
で

き
る
人
（
１
回
は
大
隅
青
少
年

自
然
の
家
に
宿
泊
）

○
相
互
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
の
た
め
、

韓
国
の
児
童
を
家
庭
で
2
泊
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
人

●
参
加
費
＝
５
０
，
０
０
０
円
程

度
（
旅
費
・
パ
ス
ポ
ー
ト
申
請

費
用
等
を
含
む
）

●
定
員
＝ 

15
人

●
応
募
方
法
＝
４
月
上
旬
に
学
校

を
通
じ
て
配
布
さ
れ
る
申
込
用

紙
に
記
入
し
て
、
学
校
又
は
市

生
涯
学
習
課
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

●
応
募
期
限
＝
５
月
９
日
（
金
）

※
必
着

●
そ
の
他
＝
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
等
が

変
更
又
は
中
止
に
な
る
場
合
も

あ
り
ま
す
。

問
市
生
涯
学
習
課
（
６
階
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
３
８

ば
ら
い
っ
ぱ
い
コ
ン
ク
ー

ル
の
参
加
者
を
募
集

　
「
か
の
や
ば
ら
祭
り
２
０
１
４

春
」
に
あ
わ
せ
て
開
催
す
る
「
ば

ら
い
っ
ぱ
い
コ
ン
ク
ー
ル
」
に
あ

な
た
も
出
品
し
ま
せ
ん
か
。

●
募
集
部
門

○ 

団
体
部
門
（
学
校
、
町
内
会
、

企
業　

な
ど
）

○
個
人
部
門

●
応
募
要
件

○
団
体
・
個
人
で
直
接
管
理
し
て

い
る
市
内
の
花
壇
の
み
対
象
と

な
り
ま
す
。

○
個
人
部
門
は
鉢
管
理
の
ば
ら
だ

け
で
も
応
募
可
能
で
す
。

●
応
募
期
限
＝
４
月
25
日
（
金
）

※
応
募
方
法
な
ど
詳
し
く
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
ロ
ー
ズ
リ
ン
グ
か
の
や

　

☎
０
９
９
４ｰ

41ｰ

８
７
１
８

募
集
・
申
請

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高

齢
者
医
療
人
間
ド
ッ
ク
の

受
診
者
を
募
集

国
民
健
康
保
険

●
対
象
者
＝
次
の
す
べ
て
の
要
件

を
満
た
す
人

①
受
診
日
現
在
、
30
歳
以
上
74
歳

以
下
の
国
民
健
康
保
険
の
被

保
険
者

②
平
成
25
年
度
分
の
国
民
健
康
保

険
税
を
完
納
し
て
い
る
世
帯

の
人

●
助
成
額

　

一
般
ド
ッ
ク

　
　
　
　
　

＝
１
６
，
５
０
０
円

　

脳
ド
ッ
ク
＝
１
８
，
０
０
０
円

　

が
ん
ド
ッ
ク

　
　
　
　
　

＝
５
０
，
０
０
０
円

●
定
員

　

一
般
ド
ッ
ク 

＝
３
２
０
人

　

脳
ド
ッ
ク 

＝
95
人

　

が
ん
ド
ッ
ク 

＝
40
人

後
期
高
齢
者
医
療

●
対
象
者
＝
次
の
す
べ
て
の
要
件

を
満
た
す
人

①
受
診
日
現
在
、
後
期
高
齢
者
医

療
の
被
保
険
者

②
平
成
25
年
度
分
の
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
を
完
納
し
て
い

Information

地区名 性別 頭数（頭） 平均価格（円） 最高価格（円） 最低価格（円） 平均体重（kg）

鹿屋地区
めす 118 480,619 773,000 355,000 259
去勢 138 568,587 770,000 396,000 292

吾平地区
めす 44 491,864 727,000 408,000 269
去勢 36 604,278 767,000 442,000 304

串良地区
めす 178 465,399 710,000 272,000 249
去勢 192 547,953 　861,000 10,000 276

輝北地区
めす 67 495,955 622,000 100,000 273
去勢 98 592,173 803,000 455,000 309

　市では、ＮＰＯ、ボランティア団体、地域自治組織等の市民活動団体が、自ら企画・実施するまちづくり
事業を募集し、その経費の一部を補助し支援を行います。

問市民活動推進課（5階）　〒 893-8501　鹿屋市共栄町 20-1　☎ 0994-31-1147
※詳しくは、市ホームページや市民活動推進課に置いてある募集要項をご覧になるか、お問い合わせください。

平成
26年度 鹿屋市市民活動支援事業の企画案を募集鹿屋市市民活動支援事業の企画案を募集

事業名 内　　容

対象となる
事業

補助対象事業は、地域社会の課題の解決につながる事業です。
（１）鹿屋市内で実施され、活動の主な効果が鹿屋市内で生じるもの。
（２）新たな活動又はこれまでの活動を拡充する活動で、かつ、自主的・主体的に取り組む市民活動事業
※ただし、次の事業は補助対象となりません。
○調査や学術研究を目的とする事業
○団体の活動拠点となる施設等の建設及び整備を目的とする事業
○国・県又は市の他の制度による委託又は補助・助成を受けている、又は受ける見込みのあるもの。

応募できる
団体

次のすべての要件に該当する団体
（１） 鹿屋市内に活動拠点を持っており、市内を中心に活動している市民活動団体であること。
（２） ５人以上の会員で組織し、活動を継続できる体制をもっていること。
（３） 団体の運営に関する規約（又は会則等）があること。
（４） 政治活動、宗教活動を目的とした団体でないこと。
（５） 団体が法人の場合は市税の滞納がないこと。
（６） その他公共の福祉に反する活動をしていないこと。

補助金の額 補助対象経費の４/５以内の額（50万円を上限）。採択回数によって補助率は異なります。

実施期間 補助金の交付決定日（６月下旬頃）～平成 27年３月 13日（金）

募集期間 ４月 14日（月）～５月９日（金）

応募方法
応募用紙に必要事項を記入のうえ、直接持参又は送付してください。
※応募用紙は、市民活動推進課及び各総合支所市民生活課窓口に置いてあるほか、市のホームページからも
ダウンロードできます。
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